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テイクアウトやテラス営業などのための 

道路占用の許可基準緩和の期間を延長します 

 

長野県（建設部）プレスリリース 令和２年（2020年）11月18日 

長野県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するため、緊急措置として地方公共団

体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和しています。 

占用期間を令和２年11月30日までとしておりましたが、この度、新型コロナウイルス感染症の状況

や、本制度の継続要望等を考慮し、令和３年３月31日まで延長することとしました。 

 

 

 


